
相模原市農業委員会第２６回会議議事録 

 

開 会 日 時 令和３年４月２８日 午後１時３８分 

閉 会 日 時 令和３年４月２８日 午後３時１３分 

開 催 場 所 市役所第１別館１階 第２会議室 他 

出 席 委 員 （○印） 

① 西 山 和 秀 ⑩ 小 林 康 史 ⑰ 髙 橋 三 行 

② 八 木 拓 美 ⑪ 齋 藤 憲 一 ⑱ 天 野 明 

③ 關 山 富 雄 ⑫ 菱 山 喜 章 ⑲ 加 藤 正 博 

⑤ 江 藤 昭 利 ⑬ 八 木 健 一   

⑥ 阿 部 健 ⑭ 金 井 睦   

⑦ 渋 谷 利 雄 ⑮ 榎 田 和 子   

⑨ 市 川 忠 孝 ⑯ 藤 村 達 人   

出席委員 １７名 

欠席委員 ０名 

傍聴人  １名 

 

事 務 局 斉藤ますみ 髙野弘明 伊藤和彦 松浦毅 濱端雄高 齊藤綾子 

       

 

議事録署名人 議 長 

 

     議席１０番 

 

     議席 ６番 



会議に付した事件 

日程 番 号 件          名 

１  会務報告 

２  第１０回農政運営委員会報告 

３  第１２回農地利用最適化推進委員連絡会報告 

４ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

５ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

６ 議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請について 

７ 議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

８ 議案第５号 農用地利用集積計画の決定について 

９ 議案第６号 農用地利用集積計画の決定について 

１０ 議案第７号 農用地利用配分計画の作成について 

１１ 議案第８号 農用地利用計画の変更について 

１２ 報告第１号 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について 

１３ 報告第２号 農地所有適格法人の報告について 

１４ 報告第３号 
解除条件付き利用権設定を受けた者の農用地利用状況の報告につい

て 

１５ 報告第４号 農地造成工事の完了報告について 

１６ 報告第５号 非農地証明書の発行について 

１７ 報告第６号 
地目変更登記に係る農地等の現況照会に対する調査結果の報告につ

いて 

１８ 報告第７号 相続等による農地の権利取得届出の受理の報告について 

１９ 報告第８号 市街化区域内農地の転用届出の受理の報告について 

 
新型コロナウィルス感染拡大防止のため委員が一堂に参集することが困難であることか

ら、Ｗｅｂ会議により議事の審議を行い合議体としての意思決定を行った。 
 
議事の内容 次のとおり 
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議長（八木会長） 
ただいまから、相模原市農業委員会第２６回総会を開催いたします。 

初めに、出席委員の確認を事務局次長にいたさせます。 

事務局（髙野次長） 
（議席順に各委員の出席を確認） 

議長（八木会長） 
ただいまの出席委員は１７名で定足数に達しております。 

次に、本日の総会の議事録署名委員につきましては、６番阿部健委員、１０番小林康

史委員を御指名いたします。 

ここで、本日の議会の傍聴希望者が出ております。傍聴を許可したいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 
［ 異議なしの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

異議なしということで、傍聴を許可いたします。 

事務局（髙野次長） 
では、傍聴人の方が入室されるまで、しばらくお待ちください。 
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日程１ 会務報告 

日程２ 第１０回農政運営委員会報告 

日程３ 第１２回農地利用最適化推進委員連絡会報告 

 
議長（八木会長） 

それでは、これより日程に入ります。 
日程１「会務報告」及び日程２「第１０回農政運営委員会報告」、日程３「第１２回

相模原市農地利用最適化推進委員連絡会報告」について、何か御発言がございましたら、

お願いいたします。 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

それでは、以上で「会務報告」、「第１０回農政運営委員会報告」及び「第１２回相模

原市農地利用最適化推進委員連絡会報告」を終わります。 
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日程４ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程４議案第１号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいたさ

せます。 
事務局（伊藤担当課長） 

それでは、１ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について。別紙農地の所有権移転等

許可申請収受番号３－１から３－２及び３－１００１から３－１００３は、農地法第

３条の規定により適切と認められるので、許可するものとする。令和３年４月２８日提

出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、２ページを御覧ください。 
収受番号３－１は、中央区横山台に住む譲渡人の所有する農地を、中央区田名に住む

譲受人が、経営規模拡大のため、所有権移転を受けるための申請です。現地の状況につ

きましては、お手元の資料を御覧ください。案内図は１ページを御覧ください。斜線部

分が本案件の申請地です。申請地は、田名の畑、１筆、８２３㎡です。今後の作付はサ

ツマイモを予定しています。全部効率利用要件については、経営農地２８筆、１９,
５０９.４７㎡で全て適切に管理され、下限面積要件２,０００㎡以上を満たしています。

農作業常時従事要件１５０日以上については、譲受人が３００日で要件を満たしていま

す。地域との調和要件については、周辺の農地の利用に影響を与えないこと、周辺地域

の農業経営との調和に努めることを確認しています。以上４点、審査基準を満たしてい

ることから、許可相当と判断しました。 
続きまして、収受番号３－２は、中央区田名に住む譲渡人の所有する農地を、農地所

有適格法人の八咲生農園株式会社が、経営規模拡大のために所有権を移転するための申

請です。現地の状況につきましては、お手元の資料を御覧ください。案内図は２ページ

を御覧ください。申請地は、田名の畑、２筆、合計１,２４３㎡です。今後の作付はワ

イン用のブドウを予定しています。審査基準につきましては、現地及び申請書で確認し

ています。全部効率利用要件については、経営農地７筆、５,５１７㎡で全て適切に管

理され、下限面積要件２,０００㎡以上を満たしています。法人要件については、農地

所有適格法人の要件を満たしています。地域との調和要件については、周辺の農地の利

用に影響を与えないこと、周辺地域の農業経営との調和に努めることを確認しています。

以上、審査基準を果たしていることから、許可相当と判断しました。 
本庁分は以上です。 

事務局（松浦所長） 
それでは、津久井事務所管内の３件につきまして御説明いたします。３ページを御覧

ください。 
収受番号３－１００１は、東京都八王子市に住む譲渡人の所有する農地を、緑区吉野

に住む譲受人が取得し、経営規模拡大のため、所有権移転を受ける申請です。現地の状

況につきましては、お手元の資料を御覧ください。案内図は３ページを御覧ください。

斜線部分が本案件の申請地です。申請地は、吉野の畑、２筆、１,１５２㎡です。今後
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の作付は、キュウリ、トマト等の露地野菜の栽培を予定しています。審査基準につきま

しては、現地及び申請書で確認しています。全部効率利用要件については、経営農地２筆、

９８８㎡全て適切に管理され、当該農地を含め、下限面積要件の２,０００㎡以上を満

たすこととなります。農作業常時従事要件１５０日以上については、譲受人が３００日、

妻が２００日で要件を満たしております。地域との調和要件については、周辺の農地の

利用に影響を与えないこと、周辺地域の農業経営との調和に努めることを確認していま

す。以上４点、審査基準を満たしていることから、許可相当と判断しました。 
続きまして、収受番号３－１００２は、緑区太井に住む譲渡人の所有する農地を、緑

区太井に住む譲受人が取得し、経営規模拡大のため、所有権移転を受ける申請です。現

地の状況につきましては、お手元の資料を御覧ください。案内図は４ページを御覧くだ

さい。斜線部分が本案件の申請地です。申請地は、太井の畑、１筆、５９５㎡です。今

後の作付は、ネギ、キュウリ等、露地野菜の栽培を予定しています。審査基準につきま

しては、現地及び申請書で確認しています。全部効率利用要件については、経営農地４筆、

１,６５７㎡全て適切に管理され、当該農地を含め、下限面積要件の２,０００㎡以上を

満たすことになります。農作業常時従事要件１５０日以上については、譲受人が

２００日で要件を満たしております。地域との調和要件については、周辺の農地の利用

に影響を与えないこと、周辺地域の農業経営との調和に努めることを確認しています。

以上４点、審査基準を満たしていることから、許可相当と判断しました。なお、本案件

については、譲渡人が３月２５日の申請後の４月１０日に亡くなっております。農地法

第３条の審査につきましては、譲渡人の能力を審査するものではありませんので、本審

査に影響することはありません。また、相続人が申請に係る権利を承継することとなり、

本件に係る許可または不許可の通知は、相続人の氏名等を改めて確認した上で発送いた

します。このことについては、相続人も了解しております。 
続きまして、収受番号３－１００３は、緑区長竹に住む譲渡人の所有する農地を、緑

区長竹に住む譲受人が取得し、経営規模拡大のため、所有権移転を受ける申請です。現

地の状況につきましては、お手元の資料を御覧ください。案内図は５ページを御覧くだ

さい。斜線部分が本案件の申請地です。申請地は、長竹の畑、１筆、２１１㎡です。今

後の作付は、サツマイモの栽培を予定しています。審査基準につきましては、現地及び

申請書で確認しています。全部効率利用要件については、経営農地８筆、５,８１７.
３５㎡、全て適切に管理されており、下限面積要件の２,０００㎡以上を満たしており

ます。農作業常時従事要件１５０日以上については、譲受人が３００日で要件を満たし

ております。地域との調和要件については、周辺の農地の利用に影響を与えないこと、

周辺地域の農業経営との調和に努めることを確認しています。以上４点、審査基準を満

たしていることから、許可相当と判断いたしました。 
以上で説明を終わります。 

事務局（髙野次長） 
私から、１点、補足説明させていただきたいことがございます。 
最後に説明がありました３ページの収受番号３－１００３でございますが、譲受人の

全部効率利用要件につきまして、全て適切に管理されている旨の説明がございましたが、

この譲受人が１２月に利用権を設定した南区新戸の農地につきましては、田植えの準備

をしている状況を事務局で確認しております。 
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以上でございます。 
議長（八木会長） 

説明が終わりました。ただいまの説明に関連しまして、地区担当委員さん、補足説明

や御意見はございませんか。 
収受番号３－１及び３－２については、中央区担当委員さん、お願いいたします。 

１４番（金井委員） 
収受番号３－１ですが、４月２５日に現地を調査してきました。写真の右側に本人が

経営する養鶏所があります。現在、養鶏所は主にお子さんが管理しているようで、養鶏

所を経営するものの、本人は畑をやっているもので、この案件は特に問題ないと思われ

ます。 
収受番号３－２も４月２５日に現地を見てきました。場所は県道から少し入ったとこ

ろになりますが、周りは全てきれいに整地されているところの一画になります。今回は

ブドウの作付ということで、たしか、この経営会社は、昨年から少しワインを作ってい

るものと思われます。それで、今回、相模原市のワイン特区の認定を受けたということ

で、こちらの畑をブドウ畑にしてワインを作るということだそうです。特に問題はない

ように思われますが、検討のほど、よろしくお願いします。 
以上です。 

議長（八木会長） 
続きまして、収受番号３－１００１については、藤野地区担当委員さん、お願いいた

します。 
１８番（天野委員） 

４月２４日、現地確認に行きました。案内図のとおり、中央高速道路の相模湖インタ

ーの進入路に接しているような場所でございます。この畑は、すぐにでも作付できるよ

うな状態になっておりました。本人に確認したところ、有機栽培、無農薬の野菜を作る

そうです。そのほかにつきましては事務局の説明どおりで問題はないと思います。 
以上でございます。 

議長（八木会長） 
続きまして、収受番号３－１００２及び３－１００３については、津久井地区担当委

員さん、お願いいたします。 
９番（市川委員） 

収受番号３－１００２につきましては、４月２１日に現地を確認してまいりました。

現地は小網地区の国道４１３号の津久井湖の湖岸に当たるところです。ちょうど湖岸の

傾斜地帯のちょっと下へ入ったところで、譲受人は農業経営に非常に意欲的で、奥さん

も一緒に耕作しているということで、ほかの農地も適正に管理されているので問題はな

いかと思います。よろしく御審議ください。 
収受番号３－１００３につきましては、４月２１日に現地を確認してまいりました。

現地は長竹の国道４１２号の石ヶ沢地区の道路際にありまして、ちょっと道路から高い

ところですけれども、自宅の隣に農地がありまして、譲受人は農業経験も大分長く、

３０年以上ということで、非常に熱心に取り組む方です。問題はないかと思いますけれ

ども、あとは事務局の説明どおりで、よろしく御審議ください。 
以上です。 
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議長（八木会長） 
これより質疑に入ります。 

１０番（小林委員） 
収受番号３－２、ワイン用のブドウを作るということですけれども、ブドウの畑を見

ますと、大体、赤土を盛って、周りを高くしているんですけれども、今回、赤土を盛る

とか、そういう計画はあるんでしょうか。そうすると、周りに影響するのかなと思いま

して質問しています。 
以上です。 

事務局（伊藤担当課長） 
いわゆる農地造成になろうかと思いますけれども、現時点ではそういった計画は聞い

ておりません。 
１０番（小林委員） 

はい、分かりました。 
議長（八木会長） 

ほかに質疑はございますか。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 
議案第１号について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 
 

［ 異議なしの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

御異議なしと認めます。 
よって日程４議案第１号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程５ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程５議案第２号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいたさ

せます。 
事務局（伊藤担当課長） 

それでは、４ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について。別紙農地の所有権移転等

許可申請収受番号３－３は、農地法第３条の規定により適切と認められるので、許可す

るものとする。令和３年４月２８日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、５ページを御覧ください。 
収受番号３－３は、譲受人の東海旅客鉄道株式会社が、地下にリニア中央新幹線の軌

道用のトンネルを建設するため、区分地上権を設定するための申請です。案内図は６ペ

ージを御覧ください。申請地は、緑区大島の畑、４筆、１,０３７㎡です。リニア中央

新幹線は品川と名古屋との間を通る計画で、旧相模原市内では境川から相模川まで地下

トンネルを通りますが、その区間については区分地上権を設定することになります。区

分地上権の設定は、地下４０ｍよりも浅い場所にトンネル等を建設する場合に必要とな

ります。地下４０ｍよりも深い場合には、大深度法の適用を受け、区分地上権の設定は

不要となります。旧相模原市域での農地の区分地上権の設定は、宮下本町から大島方面

にかけ、おおよそ５０件の予定です。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。本案件は地下を使用するための区分地上権の設定です。説明は

以上になります。 
これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 
議案第２号について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 
 

［ 異議なしの声 ］ 

 
議長（八木会長） 
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御異議なしと認めます。 
よって日程５議案第２号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程６ 議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程６議案第３号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいたさ

せます。 
事務局（伊藤担当課長） 

それでは、６ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請について。別紙農地の転用許可申請

収受番号４－１及び４－１００１は相当とする理由があるので、農地法第４条第３項の

規定により意見を付して、市長あてに送付するものとする。令和３年４月２８日提出。

相模原市農業委員会会長。 
それでは、７ページを御覧ください。 
収受番号４－１は、申請人が所有する南区大野台８丁目の農地、１筆、１,２６０㎡

のうち１,３６８.５３㎡を駐車場として一部転用するための申請です。まず、面積につ

いて説明いたしますが、平成２６年に一部転用の許可を受けており、今回の申請地はそ

の残地ではありますが、筆全体の一部転用となるため、申請地を実測します。実際、申

請地を実測したところ、登記簿面積を上回ったため、面積の逆転が発生しております。

なお、今回の申請により、１筆全体が転用されることとなります。続きまして、現地の

状況につきましては、お手元の資料を御覧ください。案内図は７ページを御覧ください。

農地区分は第３種農地です。申請理由といたしましては、不動産管理業者からの要望に

より、駐車場として転用するための申請です。隣接地への被害防除につきましては、土

地区画の明確化と、土留め策として、既設ＲＣ擁壁を利用するほか、車両出入口側を除

き、地先ブロック及びフェンスを設置する計画です。雨水については、浸透式アスファ

ルトによる敷地内浸透とする計画です。申請地は相模原南病院の東約２０ｍです。 
本庁分は以上です。 

事務局（松浦所長） 
それでは引き続き、津久井事務所の１件を説明いたします。同じく７ページを御覧く

ださい。 
収受番号４－１００１は、申請人が所有する緑区川尻の農地、２筆、２９２㎡を、駐

車場として転用するための申請です。現地の状況につきましては、お手元の資料を御覧

ください。案内図は８ページを御覧ください。農地区分は第２種農地です。申請理由と

いたしましては、隣接する土木工事業者から、駐車場として一体利用したい旨の要望に

より、申請人が自己所有の農地を駐車場及び車両置場として転用するものです。隣接地

への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、土留め策として、隣地との境界に

コンクリートブロック１段を設置し、雨水については、砕石敷きによる敷地内浸透とす

る計画です。申請地は内出中学校の西約５２０ｍです。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。ただいまの説明に関連しまして、地区担当委員さん、補足説明

や御意見はございませんか。 
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収受番号４－１については、南区担当委員さん、お願いいたします。 
１７番（髙橋委員） 

４月１２日に現地調査を行いました。先ほど、登記簿上の面積と違うということもあ

りましたし、そこに行く舗装について、いろいろ話を伺いました。舗装の程度において

も、中央土木事務所に聞いたところ、それで問題ないという報告を受けております。皆

さんの御審議、よろしくお願いいたします。 
議長（八木会長） 

続きまして、収受番号４－１００１については、城山地区担当委員さん、お願いいた

します。 
１１番（齋藤委員） 

４月２１日に現地調査しました。案内図の８ページを御覧になってください。この図

面にあるように、右側と左側、斜線の部分が今回の申請です。真ん中はコンクリートで

できた道路の宅地の登記のものなので、両サイドを申請して、さらに真ん中も同じよう

に利用するようにしたいという意向でございます。右も左も図面の中で駐車場として車

もとめて、きれいに使っているような場所です。私が見た限り、特に問題はないと判断

いたしました。いずれにしても、御審議のほど、お願いいたします。 
以上です。 

議長（八木会長） 
これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 
議案第３号について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 
 

［ 異議なしの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

御異議なしと認めます。 
よって日程６議案第３号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程７ 議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程７議案第４号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいたさ

せます。 
事務局（松浦所長） 

それでは、８ページを御覧ください。議案を朗読いたします。 
議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について。別紙農地の転用を伴う所

有権移転等許可申請収受番号５－１００１から５－１００８は、相当とする理由がある

ので、農地法第５条第３項において準用する同法第４条第３項の規定により意見を付し

て、市長あてに送付するものとする。令和３年４月２８日提出。相模原市農業委員会会

長。 
それでは、津久井事務所管内の８件について説明いたします。９ページから１２ペー

ジを御覧ください。 
まず、収受番号５－１００１は、譲渡人の所有する緑区日連の農地、１筆、２９０㎡

を、譲受人の株式会社ファミリーホームが所有権移転を受け、宅地造成するための申請

です。現地の状況につきましては、お手元の資料を御覧ください。案内図は９ページを

御覧ください。申請理由は、不動産業を営んでおり、宅地造成するものです。農地区分

は第３種農地です。隣接地への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、土留め

策として、コンクリートブロック３段を設置し、雨水については、敷地内浸透とする計

画です。申請地は藤野小学校の東約４３０ｍです。 
続きまして、収受番号５－１００２は、貸出人の所有する緑区青野原の農地、２筆、

１,６８６㎡のうち１７６.３７㎡に、借受人が賃借権を設定し、農産物直売所に転用す

るための申請です。現地の状況につきましては、お手元の資料を御覧ください。案内図

は１０ページを御覧ください。農地区分は農用地区域内農地です。申請理由は、借受人

は農業を営んでおり、自己の生産する農産物を販売するため、新たに直売所を設置する

ものです。隣接地への被害防除につきましては、隣地との境に素掘りでの側溝約２０㎝

を掘るとともに、雨水浸透桝を設置し、土砂等が流出しないよう処理する計画です。申

請地は市立青和学園の北東約３５０ｍです。なお、農用地の用途変更は、４月８日付で

手続を完了しています。 
続きまして、収受番号５－１００３は、譲渡人の所有する緑区鳥屋の農地、１筆、

６０１㎡を、譲受人である有限会社神津土地が所有権移転を受け、特定建築条件付売買

予定地として転用するための申請です。現地の状況につきましては、お手元の資料を御

覧ください。案内図は１１ページを御覧ください。農地区分は第２種農地です。申請理

由は、不動産業を営んでおり、特定建築条件付売買予定地とするものです。隣接地への

被害防除につきましては、土地区画の明確化と、隣地への雨水等流出防止を兼ね、宅地

の外周にコンクリートブロック１から３段積みを設置し、雨水については、浸透トレン

チを設置する計画です。申請地は鳥屋中学校の北西約５８０ｍです。 
続きまして、収受番号５－１００４は、譲渡人の所有する緑区城山の農地、１筆、

７９１㎡を、譲受人の有限会社神津土地が所有権移転を受け、資材置場として転用する
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ための申請です。現地の状況につきましては、お手元の資料を御覧ください。案内図は

１２ページを御覧ください。農地区分は第３種農地です。申請理由は、不動産業を営ん

でおり、近隣の造園工事業者からの要望を受け、新たに貸資材置場を確保するものです。

隣接地への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、隣地への雨水等流出防止を

兼ね、用地の外周にコンクリートブロック１段を設置し、雨水については、浸透トレン

チを設置する計画です。申請地は中沢中学校の北西約２９０ｍです。 
続きまして、収受番号５－１００５は、貸出人の所有する緑区中野の農地、１筆、

９０㎡に、借受人が使用貸借権を設定し、自己住宅を建築するための申請です。現地の

状況につきましては、お手元の資料を御覧ください。案内図は１３ページを御覧くださ

い。農地区分は第３種農地です。申請理由は、現在、親と同居しており、新たに自己住

宅を建築するものです。隣接地への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、隣

地への雨水等の流出防止を兼ね、宅地の外周にコンクリートブロック２、３段積みを設

置し、雨水については浸透桝を設け、汚水、雑排水は合併処理浄化槽を設置して処理す

る計画です。申請地は西メディカルセンターの北東約２００ｍです。 
続きまして、収受番号５－１００６は、貸出人の所有する緑区青野原の農地、２筆、

６７０㎡を、借受人である戸田建設株式会社が賃借権の設定を受け、寄宿舎として一時

転用するための申請です。現地の状況につきましては、お手元の資料を御覧ください。

案内図は１４ページを御覧ください。斜線部分が本案件の申請用地です。農地区分は第

２種農地です。申請理由は、リニア中央新幹線藤野トンネル新設工事に係る寄宿舎を整

備するものです。一時転用の期間は、令和９年５月までの約６年間の予定です。隣接地

への被害防除につきましては、周辺土地への悪影響を生じないよう、鋼板高さ３ｍを設

置するとともに、雨水については、浸透桝を設置して処理する計画です。申請地は青野

原診療所の西約１,１７０ｍです。なお、本申請は、都市計画法の開発許可との許可日

調整をしています。 
続きまして、収受番号５－１００７は、貸出人の所有する緑区青野原の農地、５筆、

３,３７９㎡のうち２,９２５.１５㎡に、譲受人の株式会社髙麗が賃借権の設定をし、駐

車場として転用するための申請です。現地の状況につきましては、お手元の資料を御覧

ください。案内図は１５ページを御覧ください。農地区分は第２種農地です。申請理由

は、借受人は不動産業を営んでおり、近隣の事業者からの要望を受け、新たに貸駐車場

を確保するものです。隣接地への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、土留

め策として、樹脂製の波板高さ４０㎝を設置し、雨水については、砂利敷きによる敷地

内浸透とする計画です。申請地は青野原診療所の西約１,１００ｍです。 
続きまして、収受番号５－１００８は、貸出人が所有する緑区広田の農地、１筆、

７９５㎡に、借受人である株式会社郡農産業が賃借権を設定し、駐車場に転用するため

の申請です。現地の状況につきましては、お手元の資料を御覧ください。案内図は１６ペ

ージを御覧ください。農地区分は第２種農地です。申請理由は、不動産業を営んでおり、

近隣の運送事業者からの要望を受け、新たに貸駐車場を確保するものです。隣接地への

被害防除につきましては、隣地との境はコンクリートブロック１から４段積みを設置し、

雨水については、砂利敷きによる敷地内浸透とする計画です。申請地は広田小学校の西

約４０ｍです。 
以上で説明を終わります。 
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議長（八木会長） 
説明が終わりました。ただいまの説明に関連しまして、地区担当委員さん、補足説明

や御意見はございませんか。 
収受番号５－１００１については、藤野地区担当委員さん、お願いいたします。 

１８番（天野委員） 
４月２４日、現地の確認に行きました。現地は北向きの農地でした。案内図の右側の

ほうの上になっていまして、ここは急斜面の梅林になっておりました。西隣の土地につ

きましては、不動産会社が売出しをしているような地域でございます。ですので、ここ

を宅地にしても問題はなかろうかと思います。そのほかは事務局の説明のとおりでござ

います。 
以上でございます。 

議長（八木会長） 
続きまして、収受番号５－１００２及び５－１００６、５－１００７については、津

久井地区担当委員さん、お願いいたします。 
２番（八木委員） 

４月２６日に現地の調査に行ってまいりました。まず、５－１００２に関してですけ

れども、譲受人の方ですが、今回の案件の土地のすぐ横でトマトの施設栽培をされてい

まして、新規就農の方ですけれども、津久井地域でも非常に勢いのある方で、適格かな

と思います。土地についても、きれいに耕作されていて、つぶしてしまう形にはなると

は思うんですけれども、農産物直売所ということで、今後も非常に頑張ってもらいたい

という応援の気持ちを兼ねて、問題はないかと思われます。 
続きまして、５－１００６ですが、こちらも、さきの総会でも割と度々出てくる戸田

建設さんですけれども、周りも一応きれいにはなっているんですが、不耕作地というこ

とで、近隣の農地に関してという考え方であれば、非常に問題はないのかなと。土留め

とか、その手の類いだけはきちんとしていただきたいかなとは思っております。こちら

も私が見た限り、問題はないと思います。 
最後の５－１００７についてですが、こちらは実は先月の総会に上がる予定だったん

ですけれども、総会の直前に取下げがありました。私が見に行った時に、先月の段階で、

入口をつくるところが手前の橋からちょっと入り組んだような形で中に入るようなこ

とを想定されていたみたいで、このとき、事務局の方に引率していただいたんですけれ

ども、土留めで大丈夫なのかなというのは、私と井上推進委員と指摘させていただいて、

そこはくれぐれも気をつけてくださいということでお伝えしました。案内図を見ていた

だくと分かるんですけれども、先月の段階では①の区画だけだったんですが、今回、新

たに②の区画を再度借入れが行えたということで、入口を国道から直接入れるようにす

るということで、前回の先月の段階の入口も使うには使うんですけれども、メインの入

口は②の部分から行うということで、土留めとかの類いというのは土を崩してしまうよ

うな心配は少なくなったのかなと思われるので、問題はないかなと思われます。 
以上です。審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長（八木会長） 
続きまして、収受番号５－１００３については、津久井地区担当委員さん、お願いい

たします。 
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１５番（榎田委員） 
４月２１日に現地調査に行ってまいりました。場所は、この地図、１１ページでいき

ますと、南に２~３００ｍ行きますと宮ヶ瀬湖になるところです。周辺はもともと農地

になりますけど、今、ここで斜線を引いたところ、②の道路から一段下がったところが

平らで、日当たりもよく、住むには適しているのかなと思います。よろしく御審議くだ

さい。 
議長（八木会長） 

続きまして、収受番号５－１００４及び５－１００８については、城山地区担当委員

さん、お願いいたします。 
１１番（齋藤委員） 

４月２１日に現地調査をしました。５－１００４は、所有者が不動産業者へ所有権移

転し、不動産業者が造園業者へ資材置場として貸すものであります。たまたま申請地の

隣の耕作者が耕作していまして、いろいろとお話をいたしました。非常に熱心に耕作を

している方でございました。今回の１２ページの斜線の部分のところは、左側の耕作者

は、要するに、東、南に相当するために、日射の問題が生じないようにしてほしい旨、

申しておりました。また、東側、隣側に民家があるんですけど、ここの方には直接話は

聞けませんでしたけど、いずれにしても、造園業者が伐採した木あるいは枝、葉のよう

なものを高く積んだりしますと周りに迷惑がかかりますので、その点、一言申し上げる

ことが必要かなと判断いたしました。 
それから、５－１００８ですけど、同じ日に現地調査をしまして、駐車場への転用と

いうことで、運送業者が、今、申請地の中に駐車するということですけど、南北は住宅、

東側は広田小学校に向かって非常にきれいに耕作されている畑でございます。そういっ

た中で、車の出し入れや排気ガス等々含めて、留意されるように御指導することを要望

いたします。いずれにしましても、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 
議長（八木会長） 

５－１００４及び５－１００８については、今、委員さんからお話をいただきました

ので、事務局、よろしくお願いいたします。 
引き続きまして、収受番号５－１００５については、津久井地区担当委員さん、お願

いいたします。 
１２番（菱山委員） 

地図の１３ページを見てもらうと、譲渡人の土地のすぐ隣が斜線部分の申請地になっ

ていまして、その上というか、隣というか、今、何も書いていませんけど、そこも昨年、

申請が出まして、現在、家を建てているところであります。事務局の説明のとおり、申

請に対しては何ら問題ないと思いますので、皆様の御審議、よろしくお願いいたします。 
以上です。 

議長（八木会長） 
これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 
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よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 
議案第４号について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 
 

［ 異議なしの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

御異議なしと認めます。 
よって日程７議案第４号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程８ 議案第５号 農用地利用集積計画の決定について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程８議案第５号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいたさ

せます。 
事務局（伊藤担当課長） 

それでは、１３ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第５号 農用地利用集積計画の決定について。別紙農用地利用集積計画整理番号

３－１及び３－１００１から３－１０１１は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本

構想の利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件に適合しているので、農業経営基盤

強化促進法第１８条第１項の規定により農用地利用集積計画を決定するものとする。令

和３年４月２８日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、１４ページから１８ページを御覧ください。本議案は、地権者と耕作者と

の相対での利用権設定をするものです。 
まず、本庁管内の１件を説明します。 
整理番号３－１は、賃借権を設定し、利用権設定をするものです。案内図は１７ペー

ジを御覧ください。契約期間は３年、筆数は１筆、面積は６７７㎡です。 
本庁分は以上です。 

事務局（松浦所長） 
それでは、津久井事務所管内の１１件について説明いたします。引き続き、１４ペー

ジから１８ページを御覧ください。 
まず、整理番号３－１００１は、経営規模拡大のため、新たに利用権を設定するもの

です。案内図は１８ページを御覧ください。契約期間は３年８か月、件数は１件、１筆、

面積は５１４㎡です。 
次に、整理番号２－１００２は、経営規模拡大のため、新たに利用権を設定するもの

です。案内図は１９ページを御覧ください。契約期間は３年８か月、件数は１件、１筆、

面積は６８２㎡です。 
続きまして、整理番号３－１００３、３－１００４は、経営規模拡大のため、新たに

利用権を設定するものです。案内図は２０ページを御覧ください。契約期間は４年８か

月、件数は２件、２筆、面積は３４６㎡です。 
次に、整理番号３－１００５は、新規就農に伴い、新たに利用権を設定するものです。

案内図は２１ページを御覧ください。契約期間は３年８か月、件数は１件、１筆、面積

は１,１８６㎡です。 
続きまして、整理番号３－１００６は、経営規模拡大のため、新たに利用権を設定す

るものです。案内図は２２ページを御覧ください。契約期間は３年８か月、件数は１件、

２筆、面積は１,４４７㎡です。 
次に、整理番号３－１００７から３－１０１０は、新規就農に伴い、新たに利用権を

設定するものです。案内図は２３ページを御覧ください。契約期間は３－１００７が

５年８か月、３－１００８から３－１０１０が２年８か月、件数は４件、１０筆、面積

は４,０６５㎡です。 
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次に、整理番号３－１０１１は、経営規模拡大のため、新たに利用権を設定するもの

です。案内図は２４ページを御覧ください。契約期間は２年８か月、件数は１件、１筆、

面積は８１９㎡です。 
以上で説明を終わります。 

事務局（伊藤担当課長） 
皆様、恐れ入ります。整理番号３－１にお戻りいただきまして、１点、訂正をさせて

いただきたいと思います。先ほど、農地の貸し借りの契約期間を３年と申し上げました

が、３年８か月の誤りでございます。申し訳ございません。 
以上です。 

事務局（髙野次長） 
では、私から１点、補足説明をさせていただきたいと思います。 
今回の総会に先立ちまして行われました２０日の役員会の場でいただいた御質問に

お答えしたいと思います。 
１８ページの整理番号３－１０１１についてでございます。こちらは解除条件付法人

として参入してくるという案件でございまして、どのような法人かという御質問をいた

だいておりました。当該法人につきましては、健康食品の企画、販売などを事業内容と

する会社でございます。当該地では、大根、里芋等の露地野菜を栽培していく計画とい

うことでございまして、今後もさらなる経営拡大を予定している、そのような法人でご

ざいます。 
以上でございます。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

１番（西山委員） 
３－１ですが、利用権の設定で年額２４万円とありますけれども、これは高過ぎませ

んか。 
事務局（伊藤担当課長） 

役員会の中でも、会長、副会長からの御指摘があったのですが、双方の契約書を見る

限り、金額に間違いはございませんので、そのまま記載しております。確かに、御指摘

のように、金額的にはちょっと高額かなということは感じてはおります。 
以上です。 

１番（西山委員） 
申請者に確認はされましたか。 

事務局（伊藤担当課長） 
そこまでの確認はいたしておりませんけれども、申請の段階で内容の確認はさせてい

ただいていますので、間違いはないかと思いますが。 
１番（西山委員） 

はい、了解しました。 
議長（八木会長） 

ほかにございますか。 
 

質疑なし 
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議長（八木会長） 

よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 
議案第５号について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 
 

［ 異議なしの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

御異議なしと認めます。 
よって日程８議案第５号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程９ 議案第６号 農用地利用集積計画の決定について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程９議案第６号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいたさ

せます。 
事務局（伊藤担当課長） 

それでは、１９ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第６号 農用地利用集積計画の決定について。別紙農用地利用集積計画整理番号

３－２から３－９及び３－１０１２は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の

利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件に適合しているので、農業経営基盤強化促

進法第１８条第１項の規定により農用地利用集積計画を決定するものとする。令和３年

４月２８日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、２０ページから２３ページを御覧ください。案内図は２５ページから

３５ページを御覧ください。 
整理番号３－２から３－９は、農地中間管理機構の指定を受けている公益社団法人神

奈川県農業公社が、相模原市農業協働組合の仲介により、耕作者に貸し出す農地を借り

入れるため、利用権の設定を受けるものです。件数は８件、１６筆、面積は１６,９２５.
１１㎡です。 

本庁分は以上です。 
事務局（松浦所長） 

それでは引き続き、２３ページを御覧ください。津久井事務所管内の１件を説明いた

します。案内図は３５ページになります。 
整理番号３－１０１２は、農地中間管理機構の指定を受けている公益社団法人神奈川

県農業公社が、土地所有者から耕作者に貸し出す農地を借り入れるため、利用権の設定

を受けるものです。件数は１件、１筆、面積は３０７㎡です。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
それでは、採決をさせていただきます。 
議案第６号について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 
 

［ 異議なしの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

御異議なしと認めます。 
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よって日程９議案第６号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程１０ 議案第７号 農用地利用配分計画の作成について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程１０議案第７号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 
事務局（伊藤担当課長） 

それでは、２４ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第７号 農用地利用配分計画の作成について。別紙利用配分計画整理番号３－

１から３－１０及び３－１００１は、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第

３項の規定により令和３年４月９日付けで相模原市農業協同組合代表理事組合長並び

に令和３年４月１２日付けで相模原市長から意見を求められたので同意するものとす

る。令和３年４月２８日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、２５ページから２８ページを御覧ください。案内図は、２５ページから

３８ページを御覧ください。 
まず、本庁管内の整理番号３－１から３－１０について説明します。農地中間管理機

構が耕作者に貸出しを行うことについて、相模原市農業協同組合から利用配分計画案の

作成に関する意見を求められているものです。件数は１０件で、２０筆、面積は２４,
３４２.１１㎡です。なお、整理番号３－１の４筆のうち、上から２筆は農業公社が中

間保有していた農地を今回新たに貸し出すものです。 
本庁分は以上です。 

事務局（松浦所長） 
それでは、津久井事務所管内の１件を説明します。同じく２８ページを御覧ください。

案内図は３５ページになります。 
整理番号３－１００１は、農地中間管理機構の指定を受けている公益社団法人神奈川

県農業公社が耕作者に貸出しを行う利用配分計画の案件で、相模原市長から農業委員会

の意見を求められているものです。耕作者は、経営規模拡大のため、農地を確保するも

のです。件数は１件、１筆、面積は３０７㎡です。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

１６番（藤村委員） 
３－７、どういう状況か教えてください。 

事務局（伊藤担当課長） 
３－７につきましては、相模原市農協で新規就農者向けといいますか、研修の農場と

して利用する予定で、農業公社から農協が借り受けるものになります。 
１６番（藤村委員） 

農協が自分で使うということですね。 
事務局（伊藤担当課長） 

はい、そのようになります。 
１６番（藤村委員） 
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はい、了解です。 
議長（八木会長） 

ほかによろしいですか。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 
議案第７号について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 
 

［ 異議なしの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

御異議なしと認めます。 
よって日程１０議案第７号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程１１ 議案第８号 農用地利用計画の変更について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程１１議案第８号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 
事務局（松浦所長） 

それでは、２９ページを御覧ください。議案を朗読いたします。 
議案第８号 農用地利用計画の変更について。令和３年４月２日、及び、同月６日付

けで、相模原市長から農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２第２項にお

いて準用する同条第１項の規定により、意見を求められたので同意するものとする。令

和３年４月２８日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、３０ページを御覧ください。 
本案件は、農用地区域からの除外について、市長から意見照会を受けているものです。 
初めに、緑区三ケ木の除外箇所２筆、合計面積３９０㎡の現地の状況につきましては、

お手元の資料を御覧ください。案内図は３９ページを御覧ください。斜線部分が本案件

の除外区域です。農用地区域から除外する理由としては、分家住宅建築のためです。 
続きまして、緑区長竹の除外箇所２筆、合計面積４９４.１０㎡の現地の状況につき

ましては、お手元の資料を御覧ください。案内図は４０ページを御覧ください。斜線部

分が本案件の除外区域です。農用地区域から除外する理由としては、分家住宅建築のた

めです。 
以上で説明を終わります。 

事務局（髙野次長） 
本案件につきまして、私から１点、補足説明をさせていただきたいと思います。 
本議案で提案させていただきました２件、４筆の農地でございますが、共に農家分家

住宅を建築するために農用地区域から除外するものでございます。農用地の解除に当た

りましては、当該所有者が所有する土地で、農用地以外に建築可能な適地がないかどう

か、そういったことを農政課、私ども農業委員会事務局に加え、神奈川県にも調査を依

頼し、判断いたしているものでございまして、農業委員会におきましては、事務局で当

該地が農用地から外れた場合に自己住宅への転用が可能な農地となるのかどうかとい

う判断をさせていただいております。なお、これらの土地につきましては、解除後にお

いて、農地転用許可申請が提出される見込みとなっております。 
私からは以上です。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

１７番（髙橋委員） 
２番の長竹地域、これ、分家住宅ということになっていますけれども、土地所有者が

２人の名前になっているじゃないですか。これはどういう意味でしょうか。説明をお願

いします。 
事務局（松浦所長） 

下段の農地については、住宅本体予定地の上段の農地への進入路ということで、分筆
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をした上で、ここは農用地の除外になります。実際に上段の農地単独ですと、進入路が

確保、通常、転用したときの確保ができないということで、所有者の御理解を得て、農

用地の除外をさせていただいているものです。 
以上です。 

１７番（髙橋委員） 
この図面を見ますと、南側に道路があるじゃないですか。これがあまりにも狭いんで

すか。 
事務局（松浦所長） 

南側と、あと、墓地を挟んだ反対側の道路につきましては、実際には農道というか、

人が歩く程度の道路になっています。北側にも１本通りがあるんですけれども、建築す

るための道路には満たないということで、新たに進入路を確保する必要が出てきたとい

うことでございます。 
以上です。 

１７番（髙橋委員） 
はい、分かりました。 

議長（八木会長） 
ほかにございませんか。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 
議案第８号について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 
 

［ 異議なしの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

御異議なしと認めます。 
よって日程１１議案第８号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程１２ 報告第１号 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明につ

いて 

日程１３ 報告第２号 農地所有適格法人の報告について 

日程１４ 報告第３号 解除条件付き利用権設定を受けた者の農用地利

用状況の報告について 

日程１５ 報告第４号 農地造成工事の完了報告について 

日程１６ 報告第５号 非農地証明書の発行について 

日程１７ 報告第６号 地目変更登記に係る農地等の現況照会に対する

調査結果の報告について 

日程１８ 報告第７号 相続等による農地の権利取得届出の受理の報告

について 

日程１９ 報告第８号 市街化区域内農地の転用届出の受理の報告につ

いて 

 
議長（八木会長） 

続きまして、報告案件に移ります。 
日程１２報告第１号から日程１９報告第８号について、御発言がございましたら、お

願いいたします。 
事務局（髙野次長） 

御発言いただきます前に、私から１点、補足説明をさせていただきたいと思います。 
報告第３号、ページで申し上げますと３８ページからになります。ここで解除条件付

利用権設定を受けた者の農地利用状況の報告というものが何件か出てまいります。 
初めに、株式会社トランスポーターからの報告につきましては、３９、４０ページと、

１枚おめくりいただきまして４１、４２ページと、２つの報告書が提出されております。

前の３９、４０ページにつきましては、今回の法人の事業年度が毎年１１月３０日でご

ざいますが、この事業年度ごとに提出する本来の報告書ということになります。４１、

４２ページにつきましては、法人にとっては新事業年度の開始後ということになります

が、利用権設定期間満了日が令和２年１２月３１日であったために、本来であれば次回
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に提出する分の報告を、残り１か月分ということで、今回、併せて提出されたものとい

うことでございます。なお、当該法人は、平成２８年３月１日から令和２年１２月３１日

まで露地野菜を栽培する計画で利用権設定をいたしましたが、地中に廃棄物があった影

響で、実際には耕作することができる状況ではありませんでした。しかし、法人からの

申出によりまして、期間満了までは周辺に影響のないように草刈り等の管理を行うこと

とされ、令和２年１２月末に期間満了となった、そのような案件でございます。なお、

当該農地につきましては、今後、所有者が知人の協力などを得ながら、農地再生に取り

組むと聞いております。 
続きまして、同じ報告３のさらに続きですが、株式会社さがみこファームからの報告

につきましてでございます。４３、４４ページの報告書と４５から４７ページ、この２つ

の報告書が提出されております。後ろについております４５ページから４７ページが今

回の法人の事業年度、こちらも毎年１１月３０日ということになりますが、ここで提出

する本来の報告書ということになります。前についております４３、４４ページについ

てでございますが、本来は昨年提出しなければならなかった報告書ですが、法人側で利

用権を設定してからまだ時間が短く、実際に農地利用、耕作をしていなかったために提

出不要と誤認をしておりまして、提出がされていなかった。今回まとめて提出されたと

いう案件でございます。 
以上でございます。 

議長（八木会長） 
それでは、御発言がございましたらお願いいたします。 

１６番（藤村委員） 
３５ページ、この法人さん、前から新規就農ということで、土地利用に関しては随分

積極的にやられていて、たしか、土地も買い取ったりしながら頑張っているんですが、

この実績が何ともさみしいんですけど、状況は分かりますでしょうか。 
事務局（伊藤担当課長） 

こちらの法人につきましては、昨年もそうですが、高度化施設、いわゆるビニールハ

ウス、簡単にいうと頑丈な施設で、それによってシイタケ栽培を計画しているんですが、

市の関係部署等との調整に結構時間がかかっている様子で、その事業に着手するのにち

ょっと時間を要し過ぎているというのが現実であります。 
以上ですが、よろしいでしょうか。 

１６番（藤村委員） 
金額よりは適切に農業が進められているかどうか、健全に進められているかどうかと

いうところに興味があるんですが、いかがでしょうか。 
事務局（伊藤担当課長） 

高度化施設の建設に関しては、市でいえば、開発調整課、建築審査課や農政課と、建

てられる建物に関して、適切なもので、高度化事業に合致するようなものということで

調整をしていますので、法的には何ら問題なく、違反することなく、きちんと建築をす

る方向で調整はしている状態です。 
以上です。 

１６番（藤村委員） 
順調な農業に向かって進んでいる過程と理解すればいいということですね。 
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事務局（伊藤担当課長） 
はい、そのようにお願いします。 

議長（八木会長） 
ほかにございますか。 
 

質疑なし 

 

議長（八木会長） 
よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

それでは、ないようですので、以上で日程１２報告第１号から日程１９報告第８号を

終わります。 
以上をもちまして、相模原市農業委員会第２６回総会を終了いたします。 


